
  

第36回全日本マーチングコンテスト県大会 

第35回滋賀県マーチングコンテスト 
実施要項 

 

 

 

１．日   時    令和5年9月10日(日) 

             9:20 開場 

             9:30 公開リハーサル開始 

            10:00 チケット販売開始 

            12:10 入替（リハーサル見学者退場、その後コンテスト開場） 

            13:00 開演 

※出場団体数により時間の流れは変更することがあります。 

 

２．会   場    滋賀県立文化産業交流会館 

            米原市下多良二丁目137 

             TEL 0749-52-5111 

 

３． 部   門    ① 最初の一歩バンド〔Ｂ〕の部 

② 中学校の部 

③ 高等学校以上の部 

④ フリーの部 

 

４．主   催    滋賀県吹奏楽連盟・朝日新聞社 

 

５．後   援    滋賀県教育委員会 

 

６．参 加 料    5000円（著作権使用料を含む） 

 

７．入 場 料    1000円(当日券のみ) 

 

８．申し込み先    info@shiga-suiren.com 宛 メールで 

            参加申込書（ｗｏｒｄファイル）を送信して下さい。 

 

９．締 め 切 り    8月11日(金)17：00必着 



  

滋賀県マーチングコンテスト 

○参加規定 

１．部門は次の４つとする。 

① 最初の一歩バンド〔Ｂ〕の部 

② 中学校の部 

③ 高等学校以上の部 

④ フリーの部 

２． 各部門の規定は次の通りとする。（②と③については、全日本大会の規定に準ずる） 

  ① 最初の一歩バンド〔Ｂ〕の部 

    滋賀県独自の部門で、これからマーチングに取り組もうというバンドがその第一歩として「演

奏」する入門編のような部門です。入場して中央で演奏し退場することを基本として、その中に動

きを取り入れても構いません。演奏・演技の規定はなく、演奏時間は６分以内。関西大会・全国大

会はありません。 

  ②、③ 中学校の部、高等学校以上の部 

    下にあげた３つの演技(規定課題)を入れて演奏を行います。服装は自由で、演奏時間は６分以内。

関西大会・全日本大会があります。 

④  フリーの部 

    滋賀県独自の部門で、②、③のような規定がなく、自由に演奏･演技できる部門です。演奏時間は

６分以内。関西大会・全国大会はありません。 

３．②、③の両部門では、参加人数は80名以内とする。ただし、ドラムメイジャーはこの人数に含まな

い。また、指揮者は置いてもよい。 

 

○規定課題 

   規定課題は，出演者全員(ドラムメイジャーを含む)が行う。ただし、身体的な事情により規定課題

を行えない場合は、事前に届け出をした上で許可を受けること。なお、規定課題の実施中、原則、ド

ラムメイジャーは隊列の先頭に位置し、指揮を行うこと。また、ドラムメイジャーは１名とする。 

①３列以上の隊列が四角形ラインに沿って行進しながら一周する。 

【解釈】・隊列の一番外側が常に20ｍライン上または20ｍラインを超えていること。 

・行進は連続して行い、隊列全体が停止しないこと。 

・隊列全体がスタート位置に戻った時点で一周とする。 

・コーナーのターン(90度方向転換)の方法は自由とする。 

②３列以上の隊列がセンターラインに沿って行進をしながら、180度方向転換(各列Ｕターン)を1回以上行う。 

【解釈】・方向転換前後、2歩以上直進すること(３歩目以降から次の動作に入ること)。ドラムメイジャ

ーはターンの指揮を行い、自らも180度のＵターン(Ｉの字ターンも可)を行うこと。 

・センターラインは、縦横どちらでも良い。 

③足踏み演奏(マークタイム)を連続32歩間以上行う。 

【解釈】・かかとがはっきりと上がっていることが確認できるように演技すること。 

    ・32歩目で次の動作に移ることは可とする。 

    ・足踏み演奏(マークタイム)をしながら方向転換(ピボット)することは可とする。 

 ■上記、①、②、③のいずれかひとつでも行わなかった場合、失格とする場合がある。 

 

○手具・大道具等・使用楽器・指揮者 

①手具の使用については、大会の基本理念(※)に沿うこと。 
※この大会は｢コンサートバンドがそのまま演奏しながらパレードをしよう｣という一貫したコンセプトのもと開催されており、過度な演出や華美な服

装を求めてはいません。多くのバンドにコンサート活動とともにマーチング活動も気軽に取り組んでいただきたいと願っております。 

②大道具・ピット楽器の使用は認めない。 

③メイジャーバトン・フラッグの放り投げは、危険防止の観点から禁止とする。 

④編成は木管・金管・打楽器とする。エレキベース、ピアノ、チェレスタ、ハープの使用は認めない。

歌声については、スキャット・ハミング・歌詞を認める。 

⑤ドラムメイジャーの他に指揮者を置く場合は、指揮者は規定課題を行わなくても良い。 


